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本市のまちづくりや地域公共交通に関連する計画が目指している方向性や地域の課題を

確認するため、関連計画を整理しました。 

また、熊本県地域公共交通計画や周辺自治体の地域公共交通計画も整理しました。 

１ 宇城市都市計画マスタープラン 

項      目 内          容 

計画期間 計画期間：令和 2年度～令和 22年度（20年間） 

事業主体 宇城市 都市整備課 

基本理念 海×山×まちが織りなす 多様な暮らしぶりを選択できるまち・宇城 

基
本
方
針
・
将
来
都
市
構
造 

基本方針 

 

将来都市

構造 

 

関連計画の整理 5 
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主
要
施
策
の
内
容 

（
公
共
交
通
に
関
す
る
内
容
） 

第４章 全体構想 

 

 

第５章 地域別構想 

（５）地域づくりの方針 

 ■三角地域 

 

 ■不知火地域 

 

 ■松橋地域 

 

 ■小川地域 

 

 ■豊野地域 
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２ 宇城市立地適正化計画 

項      目 内          容 

計画期間 計画期間：令和 2年度～令和 22年度（20年間） 

事業主体 宇城市都市整備課 

基
本
理
念
・
方
針 

 

■誘導方針１：誰もが快適かつ健康に暮らせる都市拠点の形成 

  《ゾーンの適正配置による効率的な拠点の形成》 

  《多世代にとって便利な都市機能の集約と住居の誘導》 

  《快適で外出しやすいまちなかの形成》 

■誘導方針２：多様な暮らしぶりをつなぐ公共交通ネットワークの形成 

  《拠点間連携を強化する地域間幹線ネットワークの形成》 

      《地域ニーズに応じた細やかな公共交通ネットワークの形成》 

■誘導方針３：安心・安全に暮らすことができる防災都市構造の形成 

  《安全・安心な居住地の形成》 

  《復興まちづくり計画に基づく防災都市構造の構築》 

主
要
施
策
の
内
容 

（
公
共
交
通
に
関
す
る
内
容
） 

誘導方針２：多様な暮らしぶりをつなぐ公共交通ネットワークの形成 
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３ 熊本県地域公共交通計画 

項      目 内          容 

計画期間 
策  定：令和 3年 3月 

計画期間：令和 3年度～令和 7年度（5年間） 

事業主体 熊本県地域公共交通協議会 

計画の目標 

 

主
要
施
策
の
内
容 

（
公
共
交
通
に
関
す
る
内
容
） 
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４ 熊本地域公共交通計画 

項      目 内          容 

計画期間 
策  定：平成 28年 3月（令和 3年 3月改定） 

計画期間：平成 28年 4月～令和 8年 3月（10年間） 

事業主体 熊本市公共交通協議会 

計画の目標 

 

主
要
施
策
の
内
容 

（
宇
城
市
に
関
す
る
内
容
） 

7章 目標達成のための施策・事業 

(7)川尻・富合方面 

【施策・事業の展開方針等】 

○幹線区間の機能強化等を図るとともに、リバグリーン八幡周辺を乗換拠

点として、乗換拠点以北・以南を幹線・支線とするゾーンシステムの導

入を検討します。 

○なお、幹線・支線のサービス水準設定や支線区間の乗換設定等について

は、路線沿線の近隣自治体及び交通事業者との協議を前提とします。 
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５ 宇土市地域公共交通計画 

項      目 内          容 

計画期間 
策  定：令和 4年 2月 

計画期間：令和 4年度～令和 8年度（5年間） 

事業主体 宇土市地域公共交通活性化協議会 

計画の目標 

 

主
要
施
策
の
内
容 

（
宇
城
市
に
関
す
る
内
容
） 

4章 地域公共交通計画 

4-6 目標達成に向けた施策・事業 

事業 3）路線バスの見直し 

①三角線の見直し 

路線バスの三角線（三角～宇土間）を対象に、運行区間や運行本数などの

見直しを、現在の利用者の利用実態等を踏まえ行います。 
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６ 上天草市地域公共交通計画 

項      目 内          容 

計画期間 
策  定：令和 5年 3月 

計画期間：令和 5年度～令和 9年度（5年間） 

事業主体 上天草市地域公共交通活性化協議会 

計画の目標 

 

主
要
施
策
の
内
容 

（
宇
城
市
に
関
す
る
内
容
） 

第 5章 計画の目標と目標達成のための施策事業 

5.2 施策･事業展開 

3-2：港・航路を活かした連携強化 

上天草市グランドデザインにおいて、重点整備地域に位置付け、観光ブラ

ンド力を活かした地域産業の活性化、観光需要拡大を目指している前島地

区への来訪者のアクセス性を強化します。 

JR三角駅、三角港からのアクセス強化として、路線バスの延伸や航路の天

草宝島ラインの増便など、港や航路を活かした連携による需要拡大を目指

します。 

また、熊本市の桜町バスターミナルから天草市の本渡まで運行している快

速あまくさ号も、現在、新型コロナウイルス感染症等の影響を受け、減便

して運行していますが、来訪者の需要の回復・向上に合わせて便数の回復

を目指します。 
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